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第 １ 回 決 算 特 別 委 員 会 会 議 記 録 

 

日 時  令和３年９月６日（月曜日）                   午前１１時２３分 開会 

場 所  水戸市議会 第１・第２委員会室                 午後 ２時２４分 散会 

──────────────────────── 

付託事件 

 一般会計及び特別会計決算に関する事項 

──────────────────────── 

１ 本日の会議に付した事件 

 (1) 委員長の互選について 

 (2) 副委員長の互選について 

 (3) 議案説明 

 (4) 今後の審査の日程等について 

２ 出席委員（１２名） 

  委 員 長   小  泉  康  二  君   副 委 員 長   後  藤  通  子  君 

  委   員   萩  谷  慎  一  君   委   員   中  庭  次  男  君 

  委   員   綿  引     健  君   委   員   森     正  慶  君 

  委   員   黒  木     勇  君   委   員   大  津  亮  一  君 

  委   員   袴  塚  孝  雄  君   委   員   小  川  勝  夫  君 

  委   員   松  本  勝  久  君   委   員   福  島  辰  三  君 

３ 欠席委員（なし） 

４ 委員外議員出席者（２名） 

  議   長   須  田  浩  和  君   議   員   木  本  信 太 郎  君 

５ 説明のため出席した者の職，氏名 

副 市 長 田  尻     充  君 副 市 長 秋  葉  宗  志  君 

市長 公室長 小 田 木  健  治  君 総 務 部 長 園  部  孝  雄  君 

財 務 部 長 白  田  敏  範  君 市民協働部長 川  上  幸  一  君 

生活環境部長 佐  藤  則  行  君 
福祉部長 兼 
福祉事務所長 

横 須 賀  好  洋  君 

保健医療部長 大 曽 根  明  子  君 産業経済部長 鈴  木  吉  昭  君 

建 設 部 長 渡  邊  雅  之  君 都市計画部長 加  藤  久  人  君 

会計 管理者 
兼会 計課長 

小 田 木  義  弘  君 消 防 局 長 小  泉  直  紀  君 
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消 防 次 長 大  内  康  弘  君 教 育 長 志  田  晴  美  君 

教 育 部 長 増  子  孝  伸  君 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

外  岡  淳  一  君 

監 査 委 員 
事 務 局 長 

和  田     隆  君 
農業委員 会 
事 務 局 長 

横  山  英  雄  君 

財務 部参事 
兼財 政課長 

梅  澤  正  樹  君   

６ 事務局職員出席者 

事 務 局 長 小  嶋  正  徳  君 
事務局次 長 
兼総務課 長 

天  野  純  一  君 

議 事 課 長 大  嶋     実  君 議事課長補佐 綱  島  卓  也  君 

書 記 昆     節  夫  君 書 記 島  田  祐  輔  君 
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午前１１時２３分 開会 

○須田議長 引き続き，お疲れさまでございます。 

 本日は最初の委員会でございますので，初めに，正副委員長の互選をお願いし，委員会を進めていただき

たいと存じます。 

 それでは，年長の委員の方に臨時に委員長の職務をお執りいただき，まず委員長を選出していただきたい

と存じます。 

 出席委員長中，年長の方は松本勝久委員でございますので，よろしくお願いいたします。 

〔臨時委員長 松本勝久君委員長席に着く〕 

○松本臨時委員長 引き続き，御苦労さまでございます。 

 それでは，年長のゆえをもって暫時，臨時委員長を努めさせていただきたいというふうに思います。御協

力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまより決算特別委員会を開会いたします。 

──────────────────────── 

委員長の互選 

○松本臨時委員長 それでは，委員長の互選を行いたいというふうに思いますが，どのような方法で行うか，

お諮りを申し上げます。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 円満な議会運営のためにも，指名推選でお願いいたしたいと思います。 

○松本臨時委員長 ただいま袴塚委員のほうから，指名推選ということで御意見がありましたが，御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本臨時委員長 では，そのようにさせていただきます。 

 それでは，袴塚委員のほうから，指名する方のお名前をお願いいたします。 

○袴塚委員 決算特別委員会でございますので，学識，経験，そして正義感にあふれた小泉康二君を私は推

選します。 

○松本臨時委員長 ただいま，委員長に小泉委員が指名されたわけでございますけれども，ほかにございま

せんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松本臨時委員長 それでは，そのように決定をさせていただきます。小泉委員がおられますので，委員長

と交代させていただきます。御協力ありがとうございました。 

〔臨時委員長 松本勝久君退席，委員長 小泉康二君委員長席に着く〕 

──────────────────────── 

委員長 小泉康二君就任挨拶 

○小泉委員長 ただいま委員長に選出されました小泉でございます。 

 各委員の皆様方におかれましては，御推挙を賜りまして誠にありがとうございます。僭越ではございます
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が，極めて重要な決算特別委員会でございますので，しっかりと円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思

いますので，御協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

──────────────────────── 

副委員長の互選 

○小泉委員長 それでは，次に副委員長の互選を行いたいと思いますが，どのような方法で行うか，お諮り

をいたします。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 委員長選任と同じように，指名推選で行っていただければ幸いです。 

○小泉委員長 ただいま袴塚委員から発言がありましたように，指名推選の方法により行うことに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 御異議なしと認めます。 

 それでは，ただいま御発言されました袴塚委員から推選する方の氏名を発表していただくことに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，袴塚委員，お願いいたします。 

○袴塚委員 私は補佐役として適任であると思います後藤通子君を副委員長に推選したいと思います。 

○小泉委員長 ただいま袴塚委員から後藤通子委員を副委員長に推選されましたが，これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 御異議なしと認め，後藤通子委員が副委員長に当選されました。 

 ただいま当選されました後藤副委員長から，こちらのほうにお越しをいただいて御挨拶をいただきたいと

思います。 

〔副委員長 後藤通子君副委員長席に着く〕 

──────────────────────── 

副委員長 後藤通子君就任挨拶 

○後藤副委員長 ただいま副委員長に選出されました後藤でございます。 

 微力ではございますが，委員長の補佐役といたしまして，円満な委員会運営に尽くしてまいりますので，

委員の皆様方の御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

──────────────────────── 

○小泉委員長 それでは，これより議事に入ります。 

 まず初めに，認定第１号 令和２年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定については，いまだ当特別委

員会に付託されておりませんが，前例に倣い，執行部より議案の説明をお願いいたします。 

〔「委員長，席の順を決めてから」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，当委員会の座席，場所につきましては，現在御着席いただいている場所とするこ
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とでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 よろしいでしょうか。それでは，現在の着席のとおりとさせていただきたいと思いますので，

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 まず初めに，認定第１号 令和２年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定については，いまだ当特別委

員会に付託されておりませんが，前例に倣い，執行部より議案の説明をお願いいたします。 

〔「ちょっと委員長」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 今日やるというのは，初めに聞いているんだもの。これ，一日かかるんだから午後からやった

らいいんじゃないの。当然今からなんか終わるわけない，これだけの量。 

○小泉委員長 午後までかかる予定なんですが，ボリュームもありますので，１２時前をめどに…… 

○福島委員 で，午後は５時までやると。 

○小泉委員長 午後はその進捗状況次第ですが，多分そこまではかからないんじゃないかなというふうに。

委員の皆様方の御協力をお願いしたいと思います。 

○福島委員 だって，今まで委員会つくって，正副委員長の指名だけで，それですぐ審議に入ったって…… 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 皆さんいかがですか。委員の皆さんの御意見をいただければと思いますが……中庭委員。 

○中庭委員 私は，ぜひ午後からやったほうがいいんじゃないかと思いますので，よろしくお願いいたしま

す。 

○小泉委員長 ほかの委員の皆様……はい，袴塚委員。 

○袴塚委員 委員長の御発言で，今から議案説明ということになったときに，これからの審議日程について

は，日数があると思うのですけれども，どのようにお考えをいただいているのか。 

○小泉委員長 今，ちょっと選任されたばかり─一旦ちょっと暫時休憩をさせていただいて，ちょっと

このままでお待ちいただいてよろしいですか。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３１分 休憩 

──────────────────────── 

午前１１時３２分 再開 

○小泉委員長 休憩前に引き続き，会議を開きます。 

 それでは，ただいま福島委員からお話ありましたとおり，ここで一旦暫時休憩……はい，松本委員。 

○松本委員 決算特別委員会の日程が本日のほかに３日間取ってあるんですよ。ですから，今日ここで説明

会をやらなくてもいいんじゃないのかなというような気がするんですけれども，もう一度皆さんにお諮りい

ただければというふうに思います。 

○小泉委員長 ただいまの松本委員から御発言をいただきましたけれども，通告等との兼ね合いがございま
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して，事前に説明だけは行いたいというところがございますので，それらちょっと調整も含めまして，一旦

ここで暫時休憩とさせていただきまして，再開を午後１時とさせていただきたいと思います。 

 一応予定といたしましては，午後１時から説明に入らせていただきたいという旨で御準備をしていただけ

ればと思いますので…… 

〔「ちょっと委員長」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 では，通告制ならば，一々説明したときに，一々そのときに通告すればいいの。 

○小泉委員長 いえ，通告に関しましては，説明が全て終わった後に御通告の期日を…… 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 期日を後日設けて，それまでに御通告をいただいて質問に入るという…… 

〔「通告書を書くだけだって何時間もかかるぞ」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 そうですね，それは，説明をさせていただいた後にお諮りを。 

 福島委員。 

○福島委員 全然，今までと違って何も分からないでどんどん進められるから，こっちもそれなりに用意し

なければならないと思う。だって，通告制というのも誰からも出ていないんだよね。今回はまだ出ていない。

それを通告と決めるんだから，誰が決めたの，それ。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 先ほどちょっと私，申し上げたように，委員長のほうでこれからの日程をまずどのようにお考

えになっているのか。今日説明をしたとすれば，通告制にするのかそうじゃないのかも含めて委員会に諮ら

なくてはならない。諮っていただいて，持ち時間もこれは初めてではありませんから，従来どおりでいいの

かどうかもお諮りいただく。そういうふうな整理をしていただいて，そして審議時間をいつといつはこうい

うふうな審議時間でやりますよというようなことで，関連については，例えば１０時間認めるのか，３時間

なのか，１０分なのかということもあると思うんです。その辺の考え方をちょっとおまとめいただいて，そ

して午後からの委員会にそういったことを皆さんに周知していただいて，賛成をいただいて，お進めいただ

ければというふうに思うのですが。すみません，よろしくお願いします。 

○小泉委員長 ただいま袴塚委員から御発言をいただきましたけれども，ただいまのような形で午後再開と

いう形を取らせていただきたいと思います。それまでに私ども正副委員長と執行部，事務局のほうで今後の

日程をどのように進めていくのか，また，通告制にするのか，また，関連まで含めて，そういったこともま

ず冒頭に皆様方にお諮りをさせていただいた後に進行していきたいと思いますので，このタイミングで一旦

暫時休憩とさせていただきます。 

 再開は午後１時ということでよろしくお願いをしたいと思います。 

 では，暫時休憩いたします。 

午前１１時３６分 休憩 

──────────────────────── 

午後 １時 ０分 再開 
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○小泉委員長 それでは，休憩前に引き続き，会議を開きます。 

──────────────────────── 

今後の審査の日程等について 

○小泉委員長 初めに，委員会の審査日程について，お諮りをいたします。委員会の審査日程につきまして

は，本日を含めまして４日間となっております。前例に倣いますと，本日決算の概要説明をいただき，

２１日火曜日，２２日水曜日につきましては，持ち時間制で通告による質疑を行い，２４日金曜日に総括的

な御意見を伺った後，採決を行っているところでございます。 

 今年度の認定審査につきましても，前例に倣い，以上のような進め方をいたしたいと存じますが，いかが

でしょうか。 

 福島委員。 

○福島委員 要するに委員会は委員長が諮って日程を決めることになっているんだ。それにはまず，全日程

をどのような工程で進むかということでしょ。その中で２１日と２２日に審議をして，２４日に採決します

よということでしょ。そうすると，今度はその次に審議日程について諮らなければならないわけよ。だから，

その審議の日程の詳細というのはどうなっているの。 

○小泉委員長 審査の日程につきましては，ただいま申し上げましたとおり，まず全日程が本日を含め４日

間でございます。２１日，２２日につきましては，前年に倣いますと持ち時間制で通告による質疑を行い，

２４日に総括的な御意見，採決という形ですので，２１日，２２日に質疑を行うということでございます。 

 福島委員。 

○福島委員 質疑をやるのには，まずは質疑事項を提出しなければならないでしょ。それはどうなっている

の。 

○小泉委員長 それにつきましては，ただいまの大枠の日程で御了承をいただいた後に，持ち時間について，

前例に倣い１時間ですとか，あと，関連質疑等も含めて，この後にお諮りをさせていただきたいと思ってお

ります。 

 福島委員。 

○福島委員 そうすると，今，委員長が話された中には通告制にするかしないかという点がある。それと，

今話を聞いているとその中で持ち時間はどうするのかと。それから，関連質問はどうするのかと。その点を

ちょっと諮ってもらいたいのですが，どのようにやるのか。 

○小泉委員長 今申し上げておりますのは，大枠の日程の使い方，進行に関しまして，まず，お諮りをさせ

ていただきたいと思っております。それが決まりましたらば，その後，通告制にするのかどうか，それは前

例に倣ってそうするかどうか委員の皆様方にお諮りをいたします。また，持ち時間に関しましても，前例で

したらば１時間，そして関連質疑に関しましては，質疑，答弁を含めておおむね１０分という形が前例では

ございますが，それに関しましても全体の日程が決まった後に各委員の皆様方にお諮りをさせていただき，

決定をしていきたいというふうに思っておりますので，まずはこの，先ほど申しました４日間，本日を含め

ての４日間の日程の進行につきまして，申し上げましたとおり２１日，２２日を質疑，答弁とさせていただ

き，２４日に総括的な意見を伺って採決するという日程に関しましては，各委員の皆様，いかがでございま
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しょうか。 

 中庭委員。 

○中庭委員 私はその４日間をやはりフルに活用するということが必要だと思うので，２４日はそうすると

要するに意見だけ述べるという日にちにしてしまうということですか。 

○小泉委員長 意見と採決。 

○中庭委員 採決だから，そうすると例えば，質疑が足らないという場合でも質疑はできないということに

なっちゃうのかな。 

○小泉委員長 それも含めて今，お諮りをさせていただいております。 

 中庭委員。 

○中庭委員 だから，私はやはり２４日についても質問者がいればさらに議論をして，質疑をして，その上

で意見を述べて採決するということもあり得ると思うので，２４日は意見だけの日にしてしまうと，それで

終わりというようでは，私はまずいのではないかなというふうに思うので，それを諮っていただきたいとい

うことと，それからもう一つ，さっきの話では，通告制だとか，持ち時間だとか，関連の質疑時間だとかと

いうのをこれから諮るわけですか。 

○小泉委員長 この後になります。 

 松本委員。 

○松本委員 本日を入れて４日間ということは分かりました。それで，最終日２４日は総括的な意見を聞い

て採決をするということですから，残りは今日を抜いて２日です。今日説明を受けて通告ですから，その

２日間の時間を人数で割って，それで通告制で１人１時間にするとか，それが今までの慣例になっているか

と私も思っていますので，それで時間の配分をしていけばいいのではないでしょうか。 

○小泉委員長 ただいま，松本委員から前例を踏襲して委員会運営を図ってはどうかという御意見をいただ

きましたが，各委員の皆様，いかがでしょうか。 

 中庭委員。 

○中庭委員 私は，その持ち時間をこれから決めようとするわけですけれども，それを委員の数で割って機

械的に進めてしまうというのではなくて，やはり十分な時間で昨年１年間の執行状況をきちんと審議する。

そして，これは特別会計も含めているわけですよね，一般会計以外に。ですから，やはり十分な審議をする

という点では，私は時間制限を決めないでやったほうがいいのではないかと。少なくとも１時間というのは

余りにも少な過ぎると。私これまで随分決算特別委員会に出ましたけれども，その１時間という持ち時間制

は，もうちょっと，例えば１時間半とか２時間だとか，そういうことができるような，やはり配慮をしてい

ただきたいと思うのですけれども，皆さんに諮っていただきたいと思います。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 問題は，あれだよ，中庭委員。２日間ならばその範囲内で質問はやるんだから，質問の通告を

出した人と出さない人も対等に扱うの。 

〔「平等なんだ，発言権は」と呼ぶ者あり〕 

○福島委員 だから，発言しない人も平等とは言えない。だから，平等というのは，通告制ならば通告する。



－9－ 

平等ならば通告制にしなければいいんだよ。何しゃべってもいいと。だから，その辺の取り決めがあるわけ

だよ。だから，決めるというのは，あくまでも等しく平等にやるということだから，通告しない人もする人

も持ち時間は１時間ですよというわけではないでしょうよ。通告した中で日程を割り振るということと違う

よ。 

○小泉委員長 中庭委員。 

○中庭委員 ですから，福島委員が言うように，やはりその発言しない人もいるし，発言する人もいるわけ

です。今までは大体３人から４人ぐらいですから，そうなると，その２日間で，２１日と２２日で審議した

場合，例えば４人出れば午前中でどっちも終わってしまうということで，大幅に時間が余ってしまうという

ことにもなるので，本来ならばたくさんの方が質問するべきなんですけれども，初めから時間を区切ってし

まうと，やはり十分な審議ができないということなので，福島委員が言うように，やはり十分な審議ができ

るように，例えば持ち時間制をやめるとか，そういうことも含めて議論していただきたいと思います。 

○小泉委員長 中庭委員，今の時点で各委員の方々が質疑をされるかされないかというのは不確定要素でご

ざいますので，まずは大きな枠組みとして決めていくのは，各委員の皆様方に平等に時間配分等も含めてお

諮りをさせていただきたいというふうに思っております。 

 調べましたら，過去１０年以上，この前例を踏襲して委員会運営をしてきているという中で，その大本に

は各委員の皆様方，正副委員長を抜いて１２名中１０名の各委員の皆様方がいらっしゃいますので，その

１０名の皆様方でおおよそ２日間の質疑の時間を割らせていただいて，そういった形でこの時間が算出され

ているというところ。これはこの後諮らせていただくのですけれども，そういうような状況でございますの

で，各委員の皆様方の御意見もいただきながらと思っておりますけれども，願わくば御理解いただきたいな

というふうに思っております。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 今の時点で質問する人，質問しない人という選別ができない。ですから，２日間の審議という

ことになれば当然ながら８時間やったとしても１６時間しかない。今１０人残っておられて，１人１時間で

も１０時間使ってしまうということです。それから，関連の質疑があるということになればプラスアルファ

ということになりますので，今委員長がおっしゃいましたように，これまでそういうことを加味して１人

１時間の持ち時間とか，そういうことになって，結果的に質問しなくても，この決算の報告については了解

したよというような方は質問されない。こういうことにもなるのかも分かりません。しかし，今のところ全

員が質問に立てるという環境にございますので，今委員長がおっしゃったような方向で進めていただければ

いいのではないでしょうか。 

○小泉委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はこういうやり方もあると思うんです。例えば，２日間で１６時間だったと。そうすると，

質問者が例えば５人いたというふうになれば，１人当たり大体２時間から３時間ぐらいはできるということ

になるので，やはり質問者の数によって配分を考えるというのも一つの考えじゃないかと思うんです。そう

しないと，せっかく審議時間があるのに審議ができないで終わってしまうということにならないように私は

するべきだと思うので，ぜひ，そういうふうにしていただきたいと思います。 
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○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 だから，ある程度ルールを決めればそれでいいんだ。最初に言ったように，通告者は１人１時

間と。その範囲を超えない程度で質問を許すということになればいいんじゃないの。そうすると，例えば同

一会派だとか，関連する人は２人いれば２人の中でそれをやっていくと。だから，極端に言うと，俺と小川

委員は同じ会派だけど２人で簡単な話２時間ですよと。その範囲内で質問をやると。その代わり３０分で終

わっても１０分で終わってもいいですよと。持ち時間の範囲ならば。そういうことでしょ。だから，そうす

ればいいんだよ。それを平等にみんなの数で割ってどうのこうのというからごちゃごちゃになっちゃう。だ

から，４日間，３日間あったとしても，じゃ，この執行部の説明はどのくらい取るんだということになるん

だよ。例えば，４日間あったって，これを執行部に２日も３日もやられたんじゃ質問の時間，なくなっちゃ

う。そうでしょ。だから，そこら辺の許容範囲という形の中でやってもらえればそれでいいんだよ。中庭委

員，それでいいでしょ。 

○小泉委員長 ただいま福島委員から御発言をいただきましたのを踏まえまして，まず，ちょっと前後いた

しますが，４日間の日程は変えることができませんので，４日間で進めさせていただきます。その中の使い

方といたしましては，まず通告制を採用させていただきたいと思いますが，それに関しましてはよろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 通告制だと，通告用紙というのは決まっているやつなの。 

○小泉委員長 はい。 

○福島委員 そうすると，それは事前に配付してくれるんだね。 

○小泉委員長 そこは今，諮らせていただきます。 

 前年に倣いますと，通告の期日も諮らせていただきたいと思いますけれども，今日の今日というわけでは

ございませんので，２日目，３日目，質疑が２日間というふうになってくるかと思います。なおかつ時間に

つきましては，通告者１人当たりの持ち時間をおおむね１時間とさせていただきまして，そして全ての通告

を通しまして，委員１人当たりの関連質疑の持ち時間をおおむね１０分という形を取らせていただきたいと

思いますが…… 

〔「関連は」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 中庭委員。 

○中庭委員 そうすると，１時間というので，これまでどおりのやり方で決めるということなんですけれど

も，しかし，私は今までやってきた中で，かなり決算特別委員会の時間が早く終わってしまう。だから，そ

ういう点では１時間というとかなり私にとっては短いし，何しろ１年間の様々な，一般会計も特別会計も含

めてやるわけだから，少なくとも２時間というふうにはならないのかどうか。 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 中庭委員，各委員の皆様方の発言のお時間もルールとして担保しなくてはならないと思いま

すので，そこはぜひ，御理解をいただきたいと思います。 
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○中庭委員 そうすると，１時間のうち実際発言できるのは半分くらいなんです。３０分なんです。３０分

というと，例えば一般会計だけで質問できるのは例えば２０分ぐらいしかないということで，非常に極めて

短いんです。だから，いろいろなことが質問できない。意見も述べられないというのが実態なんです。だか

ら…… 

○小泉委員長 各委員におきましては…… 

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 今，日程はもう決まったので，取りあえず通告の時間をいつの何時にするのか。そして，今福

島委員からお話があったので，通告用紙は事務局へ取りに行くのか，それともここで配るのか。その辺につ

いて，皆さんにお諮りをしていただいて，そして先へ進めてください。戻っちゃうから。 

○小泉委員長 それでは，前年に倣いますと発言通告の期限といたしまして，９月９日木曜日の午後５時，

１７時とさせていただきたいと思いますが，いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 御異議なしと認めます。 

 そうしますと，まず本日の使い方でございますけれども，皆様方に発言通告をしていただく前段といたし

まして，概要説明を執行部よりさせていただきたいと思います。そして，提出の開始としましては，この説

明が終わった後から９月９日，午後５時までという形を取らせていただきたいと思いますが，よろしいでし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 これだけ全部通告するのには，通告書を先にもらって，説明の段階である程度チェックしてい

けば簡単にできるわけ。だから，今先にコピーしてきてみんなに配ってください。 

○小泉委員長 それでは，通告書に関しましては，ただいま福島委員からお話がありましたとおり事前配付

という形でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは……福島委員。 

○福島委員 委員長，もう一つ。 

 質問通告しても重複する問題があるわけです。私と中庭委員と，誰かとか，また，重複しない問題もたく

さんあるわけ。そういう問題をどう取り扱うということも決めておいてもらいたいんです。それは，今まで

やってきた関連質問でやるのか，それとも新たに通告した人が重複しても再度やるのか。その辺の問題。 

○小泉委員長 ただいま福島委員からお話がありましたけれども，事前に通告をして，他の委員の方と質問

が重複した場合におきましては，基本的に本会議の代表質問，一般質問と同じような形で，各委員に持ち時

間が割り振られた状況でございますので，その委員の方の時間の使い方になると思いますし，あえて制限し

てしまうと，別な角度から質疑をしているということもあり得ると思いますので，そこはもう，各委員の皆

様方にお任せさせていただきたいと思いますが，いかがでしょうか。 
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 福島委員。 

○福島委員 そうすると，それぞれ通告書を出して，重複する質問があっても，その人が前に答えた質問と

重複しないで，また別の角度から質問すると。ただ，難しいことは，通告書ですから同じことが書いてある

ということにもなっちゃうわけだよね。その点は委員長の計らいでその人に任せると。そういうことでいい

んですか。 

○小泉委員長 ただいま福島委員の御発言でございますけれども，やはり質問の内容を伺ってみないと，ど

れほどの重複かというのは我々にも判断できかねるところでございますので，各会派内で重複するような話

に関しましては，事前に会派内で整理をしていただきたいと思いますけれども……福島委員。 

○福島委員 これは，決算委員会ですからね。決算委員会というのは，本日の説明に出るこの数字なの。昨

年の決算の数字が基だよね。でしょ，通告するのは。だから，極端なことを言えば，今後どうなんだとか，

あれは今まで何やったんだとか，そういう質問はないわけだ。決算委員会ですから。去年の決算に基づく数

字が問題ないか。それともその数字に対して疑いがあるか，それはどのように執行されたか。また今までの，

決算書類にある金額がどのように使われたか，それが余っているか，極端なことを言えばコロナ関係ならば

別枠にまた使われたとか，その場に応じて支援金だったり，それから給付金だったり，また補助金であった

り，いろいろあるわけですよ。だから，委員長のほうで整理してもらいたいのは，あくまでも昨年度の決算

に関わる問題が通告されると。こう理解していいんですか。 

○小泉委員長 ただいま福島委員がおっしゃられたとおりでございます。 

 ちょっと話が２点あったと思うのですけれども，重複する話，他の委員と重複する話に関しましては，質

疑の最中にあまりにも同一の内容である場合には，私のほうからその進行の中でちょっと指摘をさせていた

だきたいと思います。それ以外で，質疑の内容に関しましては，ただいま福島委員がおっしゃられたとおり

決算の委員会でございますので，昨年度の事故繰越以外に関しましては，基本的には執行されたものでござ

います。それに関しての質疑を皆様方からいただければというふうに思いますので，よろしくお願いしたい

と思います。 

 中庭委員。 

○中庭委員 私は，それぞれ同じ問題であっても，例えば国民健康保険等の問題であっても，別な角度から，

それからその質問に対して…… 

○小泉委員長 それは先ほど申しましたとおり，それは各委員の判断で…… 

○中庭委員 何かそれを委員長が聞いていて，重複しているから発言を少しやめさせるということは，それ

はできないですよね。だから，それはやはりそれぞれ議員の見識に基づいて発言して，この問題についてこ

う考えるんだということについては，これは当然発言できる話であって，同じ問題だから，同じような角度

だからといって，その発言を規制するということはできないですよ。 

〔発言する者あり〕 

○中庭委員 いや，発言をちゃんとできるようにするのが委員長の責務であって，委員長が発言の中身につ

いて同じだからといって，さっきも話したように規制をしてはならないと思いますので，よろしくお願いし

ます。 
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○小泉委員長 そのほか御意見ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，先ほど委員の皆様方からいただきました意見を基に，決めましたとおり発言通告

書の配付をさせていただきます。 

 では，事務局お願いします。 

〔発言通告書配付〕 

○小泉委員長 配付漏れはございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，先ほど，各委員の皆様方から御意見をいただきましたとおり，４日間の中で，全

員通告制を用いて，９月９日木曜日，午後５時までを通告期限といたしまして，決算特別委員会のほうを進

めさせていただきたいと思います。 

〔「ちょっと関連だけ。１０分でいいんですか」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 恐れ入ります。関連に関しましては，例年を踏襲いたしますとおおむね１０分，お一人様当

たり全質疑を通しまして１０分となっておりますが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，そのような形で進めさせていただきたいと思います。 

──────────────────────── 

議案説明 

○小泉委員長 それでは，執行部からの概要説明に入らせていただきたいと思います。 

 お願いいたします。 

○白田財務部長 それでは，これより説明のほうに入らせていただきます。 

 説明につきましては，議案書⑥の歳入歳出決算事項別明細書，実質収支に関する調書，財産に関する調書

により説明させていただきます。 

 議案書⑥の２ページ，３ページをお開き願います。 

 まず，一般会計の歳入から御説明申し上げます。 

 第１款市税につきましては，予算に対する収入率は１００.４％となっており，調定額に対する徴収率は

９６.６％でございます。各項ごとの収入率につきましては，１項市民税が１００.３％，２項固定資産税が

１００.４％，３項軽自動車税が１００.１％，４項市たばこ税が１０２.０％，恐れ入りますが，ページを

返していただきまして，４ページ，５ページをお願いいたします。 

 ５項入湯税が６３.３％，６項都市計画税が１００.３％となっております。 

 第２款以降につきましては，款ごとの収入率を御説明してまいります。 

 第２款地方譲与税は１００.８％，第３款利子割交付金は８４.２％，第４款配当割交付金は９１.９％と

なっております。 

 ページを返していただきまして，６ページ，７ページをお開き願います。 

 第５款株式等譲渡所得割交付金は近年の株高を反映いたしまして，２３５.１％となっております。第



－14－ 

６款法人事業税交付金は９７.３％，第７款地方消費税交付金は９９.１％，第８款ゴルフ場利用税交付金は

１００.４％，第９款環境性能割交付金は６４.８％，第１０款国有提供施設等所在市町村助成交付金は

９５.８％となっております。 

 ページを返していただきまして，８ページ，９ページになります。 

 第１１款地方特例交付金は１０１.８％，第１２款地方交付税は９７.６％，第１３款交通安全対策特別交

付金は１００.８％，第１４款分担金及び負担金は８３.４％となっております。 

 ページを返していただきまして，１２，１３ページをお開き願います。 

 第１５款使用料及び手数料は収入率９１.１％となっております。 

 ２４ページ，２５ページまでお進み願います。 

 第１６款国庫支出金は収入率８７.３％と，予算額から約８２億円下回っておりますが，約７４億円を本

年度に繰越ししたためでありまして，これを加えました実質的な収入率は９８.９％となります。 

 ３８ページ，３９ページまでお進みください。 

 第１７款県支出金は収入率８４.０％と，予算額を約１７億円下回っておりますが，約９億円を本年度に

繰越ししたためでありまして，これを加えました実質的な収入率は９２.３％となります。 

 ５０ページ，５１ページまでお進みください。 

 第１８款財産収入は収入率２４.６％となっております。これにつきましては，ページの最下段になりま

すが，２項の財産売払収入が見込みより少なかったことなどによるものであります。 

 ページを返していただきまして，５２，５３ページをお願いいたします。 

 第１９款寄附金は収入率７７.３％になっております。 

 ページを返していただきまして，５４，５５ページをお願いいたします。 

 第２０款繰入金は９８.０％，第２１款繰越金は１０１.５％，第２２款諸収入は９０.４％となっており

ます。 

 ６８ページ，６９ページまでお進みください。 

 第２３款市債につきましては，収入率６５.６％で，予算額を約９６億円下回っておりますが，約９５億

円を本年度に繰越ししたためでありまして，これを加えた実質的な収入率は８９.１％となります。 

 ７４ページ，７５ページまでお進みください。 

 表の最下段の歳入合計になります。予算現額１,７７６億１,７５１万２,６８３円に対し，調定額

１,５９４億５,０８１万８,４９０円で，収入済額は１,５６９億３,４７４万３,１２７円となり，収入率は

８８.４％となりました。また，不納欠損額は３億１,６６２万３,８６８円で，収入未済額は２１億

９,９４５万１,４９５円となりました。 

 歳入につきましては，以上でございます。 

○小嶋議会事務局長 続きまして，歳出でございます。 

 ７６ページ，７７ページをお願いいたします。 

 第１款１項１目議会費につきましては，執行率９５.９％となっております。主な内容につきましては，

議員報酬，議会事務局職員の人件費，議会活動経費などでございます。 
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○園部総務部長 続きまして，同じページの最下段でございますが，第２款総務費につきましては，執行率

は９３.５％となっております。 

 ページを返していただきまして，７８，７９ページのほうをお願いいたします。 

 １項総務管理費につきましては，執行率は９３.６％となっております。執行内容の主なものにつきまし

ては，１目一般管理費につきましては，特別職及び一般管理事業に従事する職員の給与費，総務事務や契約

事務関係経費などでございます。 

 ８０，８１ページをお願いいたします。 

 ２目財政管理費につきましては，議案作成や予算事務費のほか，財政調整基金等への積立金でございます。

４目財産管理費につきましては，庁舎管理費，土地管理費，公共用地先行取得事業会計繰出金などでござい

ます。 

 ページ飛びまして８４，８５ページ，７目交通政策費につきましては，自転車通行空間整備，路線バスの

運行支援のほか，新型コロナウイルス感染症対策として実施いたしました公共交通事業者緊急支援事業など

でございます。８目情報システム管理費につきましては，基幹業務システム経費，個人番号制度関係経費な

どでございます。 

 ８８，８９ページをお願いいたします。 

 下段になります。１２目市民センター費につきましては，千波市民センター移転改築工事，緑岡及び寿市

民センターの長寿命化改修工事などでございます。 

 続きまして９２，９３ページ，１４目防災対策費につきましては，令和元年台風第１９号の災害廃棄物仮

置場の復旧工事，それから災害に備えましての備蓄物資，資機材の整備費などでございます。 

 ９６，９７ページをお願いします。 

 最下段になりますが，２０目市民会館費につきましては，新市民会館の保留床取得費などでございます。 

 １０２，１０３ページをお開き願います。 

 ２６目特別定額給付金費につきましては，新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施いたしまし

た１人当たり１０万円の特別定額給付金でございます。 

○白田財務部長 同じページ最下段の２項徴税費につきましては，執行率９３.３％で，執行内容の主なも

のは，市税の賦課と徴収に係る人件費及び事務経費であります。 

○園部総務部長 続きまして，１０６，１０７ページをお開き願います。 

 ３項戸籍住民基本台帳費につきましては，執行率９１.９％となっております。戸籍住民基本台帳に係る

事務費，職員給与費などでございます。 

○外岡選挙管理委員会事務局長 同じく１０６，１０７ページの下段でございます。 

 ４項選挙費につきましては，執行率９７.９％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

１目選挙管理委員会費において選挙管理委員及び事務局職員の人件費などに要した経費でございます。 

○小田木市長公室長 続きまして，１０８ページ，１０９ページをお願いいたします。 

 ５項統計調査費につきましては，執行率は８７.６％となっており，執行内容の主なものにつきましては，

統計事務に従事する職員及び国勢調査に係る調査員の人件費等でございます。 



－16－ 

○和田監査委員事務局長 １１０，１１１ページをお開きください。 

 ６項監査委員費につきましては，執行率９７.８％となっております。執行内容の主なものにつきまして

は，監査委員及び事務局職員の人件費，各種監査等に要した経費でございます。 

○横須賀福祉部長兼福祉事務所長 １１２，１１３ページをお開き願います。 

 第３款民生費につきましては，執行率９２.９％となっております。１項社会福祉費につきましては，執

行率は９３.９％となっております。執行内容の主なものにつきましては，１目社会福祉総務費において，

ひとり親世帯臨時特別給付金や福祉ボランティア会館の管理運営に要した経費，１１４，１１５ページをお

開きいただき，２目障害福祉費において各種障害福祉サービスの提供に要した経費，１１６，１１７ページ

をお開きいただき，３目高齢福祉費において在宅高齢者の生活支援やいきいき交流センターの管理運営に要

した経費，１１８，１１９ページをお開きいただき，６目医療福祉費においてマル福制度に係る経費，

１２０，１２１ページをお開きいただき，７目後期高齢者医療費において県広域連合への負担金等を執行し

たものであります。 

 続きまして，２項児童福祉費につきましては，執行率８９.７％となっております。執行内容の主なもの

につきましては，１目児童福祉総務費において障害児通所支援サービス等の提供に要した経費や子育て支

援・多世代交流センター，子ども発達支援センターの管理運営に要した経費，１２２，１２３ページをお開

きいただき，２目児童扶助費において児童手当，児童扶養手当の支給に係る経費，３目保育所費において市

立保育所，民間保育所等の運営に係る経費，１２６，１２７ページをお開きいただき，４目放課後児童費に

おいて放課後児童健全育成事業に係る経費を執行したものでございます。 

 続きまして，１３０，１３１ページをお開き願います。 

 ３項生活保護費につきましては，執行率９６.８％となっております。執行内容の主なものにつきまして

は，１３２，１３３ページをお開きいただき，２目生活保護扶助費において被保護者に対する扶助費を執行

したものでございます。 

 続きまして，４項災害救助費につきましては，執行率は６０.９％となっております。執行内容の主なも

のにつきましては，１目災害救助費において令和元年台風第１９号の被災者に対する住宅支援や火事などの

被災者に対する災害見舞金などを執行したものでございます。 

○大曽根保健医療部長 続きまして，同じく１３２ページ，１３３ページでございます。 

 第４款衛生費につきましては，執行率は７７.７％となってございます。第１項保健所費につきましては，

ワクチン接種等に係る繰越しがございますことから，執行率は５８.５％となってございます。執行内容の

主なものといたしまして，１目保健所管理費につきましては，保健所の職員給与費及び運営費などでござい

ます。 

 １３４ページ，１３５ページをお開きいただきまして，２目医薬費につきましては，公的病院等の支援に

係る経費，１３６ページ，１３７ページの４目母子保健費につきましては，妊婦健康診査に係る公費負担，

１３８ページ，１３９ページをお開きいただきまして，６目保健予防費につきましては，各種予防接種費用

の公費負担，新型コロナウイルス感染症対応に係る経費などを執行したものでございます。 

○佐藤生活環境部長 続きまして，１４２，１４３ページをお開き願います。 
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 ２項墓園斎場費につきましては，執行率は６９.９％となっております。執行内容の主なものにつきまし

ては，１目墓園埋葬費におきまして公園墓地の維持管理に係る経費のほか，１４４ページ，１４５ページの

２目斎場費におきまして斎場の運営管理に係る経費を執行したものであります。 

 続きまして，１４６，１４７ページをお開き願います。 

 ３項清掃費につきましては，執行率８８.４％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

１４８ページ，１４９ページの２目塵芥処理費におきまして，ごみの収集運搬，処理に係る経費のほか，

１５０ページ，１５１ページの３目し尿処理費におきまして，し尿の収集運搬，処理に係る経費を執行した

ものであります。 

○白田財務部長 恐れ入りますが，１５４ページ，１５５ページをお願いいたします。 

 ４項上水道費につきましては，水道事業会計への繰出金でございまして，繰越金がありますことから，執

行率は５９.２％となっております。 

○鈴木産業経済部長 同じページ，第５款労働費，１項労働諸費につきましては，執行率は８７.８％とな

っております。執行内容の主なものは，水戸市勤労福祉サービスセンターに対する補助のほか，勤労ガイド

ブックの作成など就労支援事業を執行したものであります。 

 下の段，第６款農林水産業費につきましては，執行率は７３.７％となっております。１項農業費につき

ましては，執行率は７３.６％となっており，執行内容の主なものにつきましては，１５８，１５９ページ

にまいりまして，３目農業振興費におきまして青年就農支援事業のほか，学校給食における地場農産物の活

用促進事業や水戸産農産物を活用した一人暮らしの学生支援事業等を執行したものであります。 

 ページを返していただきまして，５目農地費につきましては，排水路の整備，県営都市改良事業に対する

負担金などの農業基盤整備のほか，農業集落排水事業への繰出金として執行したものであります。 

 ページを返していただきまして，１６２，１６３ページでございます。７目植物公園再整備費につきまし

ては，鑑賞大温室をはじめとする施設の改修工事等を執行したものであります。８目水田農業対策費につき

ましては，米の経営所得安定対策事業等を執行したものであります。 

 ページを返していただきまして，１６４，１６５ページにまいりまして，２項林業費につきましては，執

行率は９２.５％となっており，執行内容の主なものは，市有林の管理等に要する経費を執行したものであ

ります。３項水産業費につきましては，執行率は１００％となっており，執行内容の主なものは，漁業組合

に対する補助等を執行したものであります。 

 ページを返していただきまして，１６６，１６７ページでございます。 

 第７款１項商工費につきましては，執行率は７６.０％となっております。執行内容の主なものにつきま

しては，２目商工業振興費といたしまして，中小企業等を対象とした市制度融資における利子補給や商店街

の活性化，創業支援，企業立地促進補助等のほか，新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策として各種支

援金を執行したものであります。 

 ページを返していただきまして，３目観光費につきましては，偕楽園・千波湖周辺や弘道館・水戸城跡周

辺の魅力づくり，広域観光の推進のほか，新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策として，観光関連事業

者に対する事業継続や活動の支援等を執行したものであります。 
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○渡邊建設部長 続きまして，１７０，１７１ページをお開きください。 

 第８款土木費につきましては，執行率は６５.６％となっております。１項土木管理費につきましては，

執行率９６.３％となっております。１目土木総務費，２目建築指導費ともに職員給与等が主なものでござ

います。 

 次に１７２，１７３ページをお開きください。 

 ２項道路橋りょう費につきましては，執行率７０.２％となっております。１目道路橋りょう総務費につ

きましては，道路管理事務に関わる職員給与等でございます。 

 ページを返していただきまして，１７４，１７５ページをお開きください。 

 ２目道路橋りょう維持費は舗装道路の維持補修及び橋りょうの定期点検を行ったものでございます。 

 ページを返していただきまして，１７６，１７７ページをお開きください。 

 ３目道路新設改良費は，酒門３５８号線などの道路新設改良事業や狭あい道路整備，側溝新設改良事業を

行ったものでございます。 

 ページを返していただきまして，１７８，１７９ページをお開きください。 

 ４目交通安全施設整備費につきましては，寿８号線をはじめ通学路の整備等，交通安全対策を行ったもの

でございます。５目橋りょう新設改良費につきましては，水門橋ほか４橋の長寿命化修繕工事を行ったもの

でございます。３項河川費につきましては，執行率７７.４％となっております。１目河川総務費につきま

しては，河川事務に関わる職員給与等でございます。 

 ページを返していただきまして，１８０，１８１ページをお開きください。 

 ２目排水路費につきましては，平須町をはじめとした排水路の整備を行ったものでございます。３目河川

改良費につきましては，石川川ほか１河川の改修を行ったものでございます。 

○加藤都市計画部長 続きまして，１８２，１８３ページをお開き願います。 

 ４項都市計画費につきましては，執行率は６１.６％でございます。主な内容でございますが，１目都市

計画総務費では，水戸協同病院周辺の道路整備のほか，泉町１丁目北地区市街地再開発事業補助金及び内原

駅橋上駅舎建設負担金等でございます。 

 １８４，１８５ページをお願いいたします。 

 ４目街路整備事業費では，都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（松が丘工区）のほか，都市計画道

路３・４・１４９号赤塚駅西線等，都市計画道路の整備でございます。 

 １８８，１８９ページをお開き願います。 

 ６目公園費におきましては，（仮称）東部公園の整備のほか，千波湖増水施設整備事業に係る工事費等で

ございます。 

 １９０，１９１ページをお開き願います。 

 ５項住宅費につきましては，執行率８６.７％でございます。 

 １９２，１９３ページをお願いいたします。 

 主な事業内容でございますが，２目住宅建設費では，２か年継続事業の２年目として，河和田住宅建て替

え事業（第９期）及び砂久保住宅建て替え事業を進めたものでございます。 
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○大内消防次長 続きまして，同じく１９２，１９３ページの第９款消防費，１項消防費につきましては，

執行率が９３.６％となっております。執行内容の主なものにつきましては，１９４，１９５ページ上段ま

での１目常備消防費におきまして，職員給与費，消防救助，救急業務等に係る経費，茨城消防救急無線・指

令センターの運営に係る負担金を執行したものでございます。 

 １９６，１９７ページをお開きください。 

 ３目消防施設費におきまして，南消防署移転改築事業に係る経費のほか，消防ポンプ自動車等の購入に要

し，経費を執行したものでございます。 

○増子教育部長 続きまして，１９８，１９９ページをお開きください。 

 第１０款教育費につきましては，執行率は７３.９％となっております。１項教育総務費につきましては，

執行率は８９.２％となっております。執行内容の主なものにつきましては，２００，２０１ページをお開

きいただき，３目総合教育研究所費において，水戸スタイルの教育の推進に要した経費などでございます。 

 次に，２０２，２０３ページをお開きください。 

 ２項小学校費におきましては，執行率６４.４％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

１目小学校管理費において，１人１台教育用タブレット端末等の整備に要した経費のほか，ページを返して

いただきまして，２０４，２０５ページをお開きいただき，３目小学校建設費において，吉田小学校及び上

大野小学校の長寿命化改良事業の実施のほか，見川小学校校舎改築事業に要した経費などでございます。 

 次に，２０６，２０７ページをお開きください。 

 ３項中学校費につきましては，執行率５７.８％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

１目中学校管理費において，１人１台教育用タブレット端末等の整備に要した経費のほか，ページを返して

いただきまして，２０８，２０９ページをお開きいただき，３目中学校建設費において，校舎トイレの洋式

化工事や学校の高速大容量通信ネットワーク整備工事に要した経費などでございます。 

 次に，２１０，２１１ページをお開きください。 

 ４項幼稚園費につきましては，執行率９７.６％となっております。執行内容の主なものにつきましては，

ページを返していただきまして，２１２，２１３ページをお開きいただき，３目私立幼稚園費において，私

立幼稚園等の施設型給付に要した経費などでございます。次に，５項社会教育費につきましては，執行率

８２.５％となっております。執行内容の主なものにつきましては，１目社会教育総務費において，水戸城

二の丸角櫓の復元に要した費用のほか，ページを返していただきまして，２１４，２１５ページをお開きい

ただき，２目図書館費において，学校図書館支援事業や指定管理者による図書館運営に要した経費などでご

ざいます。 

○川上市民協働部長 ２２４，２２５ページをお開きください。 

 ６項保健体育費につきましては，執行率は９０.５％となっております。執行内容の主なものにつきまし

ては，２目体育施設費は各種スポーツ施設の運営に要した経費であり，２２６，２２７ページをお開きいた

だき，３目学校給食共同調理場費は共同調理場の運営に要した経費でございます。 

○鈴木産業経済部長 ２２８，２２９ページをお願いいたします。 

 第１１款災害復旧費，１項農林水産施設災害復旧費，１目農業用施設災害復旧費につきましては，執行率
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は９７.９％となっております。執行内容の主なものにつきましては，令和元年の台風第１９号により被災

した農業用施設等の復旧事業を執行したものでございます。 

○渡邊建設部長 続きまして，２項土木施設災害復旧費につきましては，執行率７５.４％となっておりま

す。１目道路橋りょう災害復旧費につきましては，令和元年台風第１９号に伴う災害復旧工事等を行ったも

のでございます。 

○大内消防次長 続きまして，３項消防施設災害復旧費につきましては，執行率は９３.４％となっており

ます。執行内容につきましては，１目消防施設災害復旧費におきまして，令和元年台風第１９号により被災

した北消防署飯富出張所の復旧事業に係る経費を執行したものでございます。 

○川上市民協働部長 ４項教育施設災害復旧費につきましては，執行率９５.８％となっております。執行

内容につきましては，令和元年の台風第１９号で被災した市民運動場を復旧するための経費でございます。 

○白田財務部長 ページを返していただきまして，２３０，２３１ページをお願いいたします。 

 第１２款公債費につきましては，市債の償還元金と利子などでありまして，執行率は９９.２％でありま

す。第１３款予備費につきましては，当初予算１億円に補正予算１億円を加えました２億円から新型コロナ

ウイルス感染症対応などに１億７,１４４万７,７１５円を充用したところであります。 

 表の最下段でございますが，歳出合計になります。予算現額１,７７６億１,７５１万２,６８３円に対し

まして，支出済額は１,５１４億１,５３５万４,３５７円で執行率は８５.２％であり，翌年度繰越額

１６４億５,６９３万９,９７６円を加えました実質的な執行率は９４.５％となり，不用額は９７億

４,５２１万８,３５０円となりました。 

 一般会計の決算の説明につきましては，以上であります。 

○大曽根保健医療部長 ここから各特別会計につきまして，御説明申し上げます。 

 初めに，国民健康保険会計について，御説明いたします。 

 ２４０，２４１ページをお開き願います。 

 国民健康保険会計の歳入総額でございますが，最下段に記載のとおり２２４億２,３７８万１,７８８円，

予算に対する収入率は９９.８％でございます。 

 主なものは，第１款国民健康保険税，第４款県支出金でございます。 

 続きまして，歳出でございます。２５２，２５３ページをお願いいたします。 

 最下段にございますように，歳出総額は２１４億８,８５０万５８６円，執行率は９５.７％となっており，

主なものは，第２款保険給付費，第３款国民健康保険事業費納付金でございます。 

○鈴木産業経済部長 続きまして，２５６，２５７ページをお願いいたします。 

 公設地方卸売市場事業会計の決算につきまして，御説明申し上げます。 

 本会計は，歳入総額が２５８，２５９ページのとおり１５億９,９１１万５,５５０円で，予算に対する収

入率が１０２.７％となっており，主なものは，第１款の市場使用料や施設使用料，第２款の市場整備事業

に係る国庫補助金，第５款の繰越金でございます。 

 ２６２，２６３ページにまいりまして，歳出総額は１０億３９４万８,８０７円で，予算に対する執行率

は６４.５％となっており，主なものは，市場の管理運営に要する経費のほか，市場の再整備に要する経費，
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市債の償還金を執行したものであります。 

 ２６６，２６７ページをお願いいたします。 

 駐車場事業会計の決算につきまして，御説明いたします。 

 本会計は，歳入総額が１億７,６３９万６,３０２円で，予算に対する収入率は１０４.６％となっており，

主なものは，第１款の赤塚駅北口駐車場使用料及び第２款の一般会計からの繰入金であります。 

 歳出総額は２６８，２６９ページのとおり１億６,２４７万７,８６４円で，予算に対する執行率は

９６.３％となっており，主なものは，赤塚駅北口駐車場の管理運営に要する経費及び駐車場整備に係る市

債の償還金を執行したものでございます。 

○白田財務部長 続きまして，２７２，２７３ページをお開き願います。 

 農業集落排水事業会計の決算につきまして，御説明いたします。 

 ２７６，２７７ページをお願いいたします。 

 最下段の歳入合計欄のとおり，収入済額は８億８,２４６万１,４７１円で，予算に対する収入率は

９３.２％となっております。歳入の主なものは，第２款１項の農業集落排水処理施設使用料，第５款１項

の一般会計繰入金であります。 

 ２８０，２８１ページをお開き願います。 

 最下段の歳出合計欄のとおり，支出済額は８億４,７４２万１,５８５円で，予算に対する執行率は

８９.５％となっております。歳出の主なものは，集落排水事業の維持管理に要する経費や災害復旧等工事，

市債の償還金であります。 

 農業集落排水事業会計の決算は以上でございます。 

○加藤都市計画部長 続きまして，東前第二土地区画整理事業会計について，御説明いたします。 

 恐れ入ります，２８４，２８５ページをお開き願います。 

 歳入でございますが，保留地売払収入及び前年度剰余繰越金等が主なもので，総額は２８７ページのとお

り２億１,９５３万８,６９２円，予算に対する収入率は６９.０％でございます。 

 歳出でございますが，２８８，２８９ページをお開き願います。 

 支出の主なものは，各道路築造費や上水道工事委託等でございます。歳出総額は２９１ページのとおり

９,０２２万８,５６４円，執行率は２８.３％でございます。 

 説明は以上でございます。 

○園部総務部長 続きまして，２９４，２９５ページをお開き願います。 

 公共用地先行取得事業会計につきましては，歳入総額は１億７,００４万４,１９９円，収入率は

９９.７％であり，公債費に対する一般会計繰入金でございます。 

 ２９６，２９７ページをお開き願います。 

 歳入総額は１億７,００４万４,１９９円，執行率は９９.７％であり，新ごみ処理施設用地等の先行取得

事業債に係る元利償還金でございます。 

○横須賀福祉部長兼福祉事務所長 続きまして，介護保険会計について，御説明いたします。 

 ３０６，３０７ページをお開き願います。 



－22－ 

 本会計の歳入総額は，最下段記載の２４９億２,０６８万５,５８４円で，予算に対する収入率は

１００.４％となっております。主なものは，第１款の保険料，第３款国庫支出金，第４款支払基金交付金，

第５款県支出金であります。 

 ３２０，３２１ページをお開き願います。 

 歳出総額は２３９億４８４万８１円で，執行率は９６.３％となっており，主なものは，第２款の保険給

付費，第３款地域支援事業費であります。 

 続きまして，介護サービス事業会計について，御説明いたします。 

 ３２４，３２５ページをお開き願います。 

 本会計の歳入総額は５,１１２万７,０６７円，予算に対する収入率は１１０.４％となっております。主

なものは，第１款のサービス収入でございます。 

 ３２６，３２７ページをお開き願います。 

 歳出総額は４,４６３万７,８６３円で，執行率は９６.４％となっております。主なものは，第１款指定

介護予防支援事業費において，要支援者に対するケアマネジメントに係る経費を執行したものであります。 

○大曽根保健医療部長 続きまして，後期高齢者医療会計について，御説明いたします。 

 ３３２，３３３ページをお開き願います。 

 本会計の歳入総額は，最下段に記載のとおり３５億９,２４６万３,２９５円，予算に対する収入率は

９２.１％となってございます。主なものは，第１款後期高齢者医療保険料でございます。 

 次に，３３６，３３７ページをお開き願います。 

 歳出総額は最下段に記載のとおり３５億８,９８１万４７５円，執行率は９２.０％となっており，主なも

のは，第２款後期高齢者医療広域連合納付金でございます。 

○横須賀福祉部長兼福祉事務所長 続きまして，母子父子寡婦福祉資金会計について，御説明いたします。 

 ３４０，３４１ページをお開き願います。 

 本会計の歳入総額は１,０２２万３,２２３円で，予算に対する収入率は７３.０％となっており，主なも

のは，第２款諸収入において福祉資金貸付金の元利収入でございます。 

 ３４２，３４３ページをお開き願います。 

 歳出総額は１７３万２６１円で，執行率は１２.４％となっております。主なものは，第１款母子父子寡

婦福祉資金費において，システムの保守点検や改修委託及び福祉資金の貸付に係る経費を執行したものでご

ざいます。 

○小田木会計管理者兼会計課長 続きまして，３４６ページをお開きください。 

 このページからは，一般会計と特別会計の実質収支に関する調書でございます。一般会計につきましては，

歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引額から，翌年度へ繰り越す財源となる継続費逓次繰越額等

を差し引いた実質収支額は３９億３,９２２万９,０００円でございます。 

 次ページの国民健康保険会計から，３５６ページの母子父子寡婦福祉資金会計までの１０の特別会計の実

質収支に関する調書につきましては，後ほどお目通しをお願いいたします。 

○園部総務部長 続きまして，財産に関する調書について，御説明いたします。 
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 ３５８，３５９ページをお開き願います。 

 １，公有財産のうち，(1)土地及び建物につきましては，まず，土地の決算年度末現在高は最下段になり

ますが，合計７５０万４,１９６.９２平米で，前年度末より３万８,５３６.２５平米の減となっております。

新ごみ処理施設アクセス道路用地の区分変更等による減でございます。建物の延べ面積は，木造及び非木造

をあわせ，合計９６万３,７６９.３３平米で，前年度末より３万５,６７０.１２平米の増となっております。

新ごみ処理施設の建設などによる増でございます。 

 ３６０ページをお開き願います。 

 (2)山林につきましては，面積２２万２,９１１平米で，増減はございません。 

 (3)動産につきましては，該当するものはございません。 

 (4)物権は，地上権で１５４.５７平米増の１１万６,４３１.９７平米，(5)無体財産権は，ふくゆいの著

作権を登録し，著作権１件，商標権７件となってございます。 

 (6)有価証券は，株券が４,１４１万円で増減はございません。 

 ３６１ページを御覧ください。 

 (7)出資による権利につきましては，茨城県信用保証協会への損失補償寄託金の増により，年度末現在高

の合計は，３６２ページの合計欄のとおり８億６,３６０万５,０００円となっております。 

 (8)財産の信託の受益権については，該当するものはございません。 

○小田木会計管理者兼会計課長 続きまして，３６３ページから３６６ページまでの物品について，御説明

いたします。 

 取得価格が１件１００万円以上の重要物品につきまして，決算年度中に移動のあった物品は，区分欄に記

載した１３０品目のうち１６品目で，内訳は，増加したものが１２品目，減少したものが４品目となってお

ります。 

 次に，３６７ページを御覧ください。 

 債権につきましては，決算年度の翌年度以降に収入となる債権の決算年度中の増減額と年度末の現在高の

状況でございます。 

 １行目の市民税個人現年課税分につきましては，令和２年度に賦課した特別徴収額のうち令和３年度の

４月と５月に徴収する金額でございます。以下，地域改善対策住宅新築資金等貸付金から母子父子寡婦福祉

資金貸付金までのそれぞれの債権につきましても，翌年度以降に収入となる金額でございます。 

○白田財務部長 ページを返していただきまして，３６８ページをお願いいたします。 

 ４，基金につきましては，財政調整基金をはじめ１８基金の総額は，令和２年度中に２億６,８２１万

９,０００円増加し，年度末残高は３９億８,７７４万円でございます。また，下段の表，定額資金運用基金

である土地開発基金の現在高は，現金と不動産をあわせまして２５億７,０００万円であり，その内訳は記

載のとおりでございます。 

 以上をもちまして，令和２年度決算の概要説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○小泉委員長 以上で，執行部の説明は終わりました。 

 それでは，この際，資料請求について，お諮りいたします。決算審査に係る資料の請求について，発言通
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告書と同様，委員長宛てに９月９日木曜日，午後５時までに御提出いただくということでいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，９月９日木曜日，午後５時までに御提出をお願いいたします。 

 なお，資料請求についてでございますが，昨年度の当委員会の審査決定報告書におきまして，質疑内容と

資料請求の整合性について精査されたいとの意見が出されたところでございます。本年度の資料請求に当た

りましては，この報告書の趣旨を十分に尊重していただき，資料請求をお願いしたいと存じますので，御理

解と御協力をお願いいたします。 

 なお，この後，資料請求の用紙を配付させていただきたいと思います。 

 では，今，配付させていただきます。 

〔資料請求用紙配付〕 

○小泉委員長 なお，ただいまの私の発言を一部補足させていただきます。先ほど申しました資料請求の整

合性の部分でございますが，質疑の内容と著しくかけ離れた資料請求がないようにということでございます

ので，皆さん，質疑のための資料請求のほうをお願いしたいと思います。もし，あまりにもというときには，

正副委員長で図らせていただきたいと思いますので……中庭委員。 

○中庭委員 私は発言する場合は，当然資料がなければ発言できないと思います。そして，この決算委員会

は２日にわたって質疑しなければならないと。委員長のほうでこれは関連がないから請求しないということ

にはならないように，やはり私たちの資料請求の趣旨を尊重してやっていただきたいと思うんですけれども。

委員長の判断でこの請求は駄目だというふうにならないように，私たちの資料請求を尊重していただきたい

と思うのですけれども，いかがでしょうか。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 やはり，先ほど委員長が言われたように，資料請求というのは議員が質問権の範囲内でやって

いるのだから，当然出た資料が，通告書の中に必要性が認められない場合は，じゃ，何でも全部出せという

ことになっちゃうでしょ。だから，今回の資料請求は，あくまでも決算に対する質疑の内容に応じての資料

請求だから，先ほど言ったように委員長はきちんと整理してください。 

○小泉委員長 まず，一旦今の話…… 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 昨年度の委員会の報告書において，本会議の場でこちらのほうが申し述べられたということ

でございまして，ただいまの中庭委員の意見もありますし，福島委員の御発言もありましたけれども，ぜひ

委員の皆様方にお任せをさせていただきたいと思いますけれども，基本的な考え方といたしまして，確認を

させていただきますと，質疑を行う項目の関連の資料請求ということでお願いをさせていただきたいと思い

ます。 

 皆さん，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 中庭委員。 

○中庭委員 この決算資料を見ただけでは，なかなかその中身が分からないわけです。資料をもらわなけれ
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ば分からないところはいっぱいあるわけです。だから，その点で今言ったように，この問題は関係ないから

駄目だという拡大解釈をしてしまうと，私たちの資料請求ができなくなってしまうということなので，そし

て，今の水戸市がどういう政治をやっているのか，どういうことをしているのかが，やはりよく分からなけ

れば質疑ってできないわけです。そしてまた，質問時間も制限されているんです。要するに１時間と。ずっ

と前ですけれども，私たちが委員になったときには時間制なんてなかったわけです。だから，そういう点で

は十分な審査ができるようにするためには，やはり資料がなければできないんです。だから，その点を委員

長に認識していただいて，これが駄目だ，あれが駄目だというふうにならないように私たちの資料請求を尊

重していただきたいと思います。 

○小泉委員長 まずもって，ただいま御説明させていただいた決算審査の内容に関しましては，各委員の皆

さんの席に前もって配付させていただいております関係資料という形でまとめてありますけれども，こちら

で賄い切れない部分に関しましては，補完する意味でもぜひ資料請求を，それは各委員の皆様方の権利でご

ざいますので，ぜひ，用紙のほうを提出していただければと思います。 

 ただ，あくまでも，やはり質疑に関連する資料請求のほうを前提としてお願いをさせていただきたいと思

います。 

 福島委員。 

○福島委員 これは，令和２年度の決算委員会なんだから，あくまでも令和２年度以外は駄目だからね。そ

れが，ほかのことに流用されるようなことがあってはならない。あくまでも委員長は令和２年度分の決算委

員会の委員長なんだから。それが遡るとか，またほかに波及効果があるようなことは絶対やってもらいたく

ない。 

○小泉委員長 中庭委員。 

○中庭委員 例えば，国民健康保険税の収入はどうだったのか，収納率がどうだったのか，滞納者がどうな

ったのかというのは，これは前の年と比べて比較しなければできないわけなんです。だから，そういう点で

は過去に遡ってきちんと資料がなければ，私たちは，きちんとした発言ができない。その点では資料を前の

年と比べてどうなんだということも含めて，ちゃんと私たちの請求を認めていただきたいと思います。 

○小泉委員長 関連する資料請求ということで，各委員の皆様方の御協力をお願いさせていただきたいと思

います。もしも，あまりにもかけ離れた場合には正副委員長に一任をいただきたいと思いますので，その件

に関しましてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，委員会の審査日程が，本日を除きまして３日間となっておりますので，今後の審

査の日程や発言通告の進め方等につきましては，正副委員長に御一任をいただきたいと思いますが，いかが

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，そのようにさせていただきます。 

 なお，次回の委員会は９月２１日火曜日，午前１０時から開催をさせていただきます。 

 それでは，本日の委員会はこの程度をもちまして，散会させていただきます。 
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 御苦労さまでした。 

午後 ２時２４分 散会 

 


